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「高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針に 

基づく発生予防及びまん延防止措置の実施に当たっての留意事項 

について」の一部改正について 

 

このことについて、平成23 年４月25日付け23消安第757 号をもって、農林水産

省消費・安全局長から別添写しのとおり通知があったので、貴会関係者に周知方お願

いします。 

このたびの通知の内容は、今般、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構動

物衛生研究所が、国内で発生が確認されているウイルス株をより的確に検出できるリ

アルタイムＰＣＲ法（Ａ型インフルエンザウイルス遺伝子の検出）の開発に成功した

ため、「高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防

及びまん延防止措置の実施に当たっての留意事項について（平成16年11月18日付け

16消安第6227号農林水産省消費・安全局長通知）」を平成23年４月25日付けで改正

し、①移動制限区域内からの卵の出荷を認めるための検査に当該手法を用いた検査を

追加したこと、②これまで、強毒タイプが発生した場合、運用上、移動制限区域内に

ある農場からの卵の出荷制限を、ウイルス分離検査の結果を待って解除することとし

ていたが、今般の一連の強毒タイプの発生において、ＰＣＲ検査及びリアルタイムＰ

ＣＲ検査により、ウイルスが検出できることが確認されたことから、専門家の意見も

踏まえ、今後は、強毒タイプの発生においても臨床検査と合わせ、ＰＣＲ検査又はリ



アルタイムＰＣＲ検査を活用し、農林水産省消費・安全局動物衛生課と協議の上、同

制限の解除を認めることとしたことについて、各都道府県知事あてに通知したので、

本会あて了知の上、迅速かつ円滑な防疫措置の実施に協力が依頼されたものです。 

 

本件内容の問合せ先 

 日本獣医師会事業担当 長野 

 TEL  03－3475－1601 
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